
 

     

 

 

      水道管（配水管・給水管）の一部変更（追加）について 

 

 

 本市の水道管（配水管・給水管）につきまして、令和２年４月１日より高密度ポリエ

チレン管（通称「青ポリ管」）へ一部変更（追加）いたします。八潮市給水装置工事事

業者、配水管工事事業者等の方におかれましては、下記内容をご確認の上、対応を

宜しくお願いします。 

 

記 

 

１ 変更内容 

 下記の表のとおり、現行の管種を変更（追加）する。 

 

 

 

 

２ 移行手順 

① 市の発注する配水管布設替工事、新設工事に伴う材料移行については、令和

２年４月以降順次採用する。 

 

② 民間の開発事業や戸建て等の給水管分岐工事については、当面の間は選択

制とする。ただし、配水管が高密度ポリエチレン管の場合は、令和２年４月以降

順次採用する。 

 

 

 

口径 管種 口径 管種

φ５０ｍｍ ポリエチレン１種二層管 φ５０ｍｍ

φ７５ｍｍ～ 第１種ダクタイル鋳鉄管（耐震型） φ７５・１００・１５０ｍｍ

φ２００ｍｍ～ 第１種ダクタイル鋳鉄管（耐震型）

φ２５ｍｍ ポリエチレン１種二層管 φ２５ｍｍ
高密度ポリエチレン管
（JIS外径同等品）

φ５０ｍｍ ポリエチレン１種二層管 φ５０ｍｍ

φ７５・１００ｍｍ 第１種ダクタイル鋳鉄管（耐震型） φ７５・１００ｍｍ

注：一次側とは配水管の分岐から量水器までを言う。

現　　　　　　　　　　行 変　　　　更　（追　　　　加）

配水管

給水管
（一次側）
（注）

高密度ポリエチレン管
（日本水道協会規格品）

高密度ポリエチレン管
（日本水道協会規格品）



３ 施工にあたっての配管技能者の資格及び配置要件 

（１）次の機関等が主催する配管施工受講証等の資格を有すること。 

  ・配水用ポリエチレンパイプシステム協会（ポリテック） 

  ・積水化学工業株式会社 

  ・株式会社クボタケミックス 

 

（２）資格者の配置について 

  ・配水管工事事業者 

   現場代理人、監理技術者、主任技術者、配管技術者の内、１名以上の有資格

者を配置すること。なお、応札者等は、有資格者が適正に配置できる体制を確

認して競争入札等に臨むこと。 

  ・八潮市指定給水装置工事事業者 

   現場代理人、給水装置工事主任技術者、配管技術者の内、１名以上の有資格 

者を配置すること。なお、資格は給水工事申込日の前日までに取得していること。 

 

 

４  標準配管図について 

    口径毎に標準配管図を設置しましたので、設計及び施工の際には、適切に採 

   用し、確実な施工にご協力ください。 

 

●例 1（配水管：青ポリ管、給水管 口径φ２５ｍｍの場合） 

 

 

 

 



●例 2（配水管：青ポリ管、給水管 口径φ５０ｍｍの場合） 

 

 

●例 3（配水管：青ポリ管、給水管 口径φ７５ｍｍ～口径φ１００ｍｍの場合） 

 

 

 

 



●例 4（配水管：鋳鉄管、給水管 口径φ７５ｍｍ～口径φ１００ｍｍの場合） 

 


